
給付額　児童１人あたり　一律５万円

申請期限：令和６年２月29日㈭必着
※　２に該当する方で、出生等により児童が新たに令和６年３月分の児童手当や特別児童扶養手当の対象となった場合は、 
　　令和６年３月15日㈮まで受け付けます。

※両方に該当する場合はどちらか一方のみの支給となります。
申請書が必要な方は、窓口または郵送でお渡ししますので、下記までご連絡ください。

鏡野町ホームページに本給付金について詳細な情報を掲載していますので、ご確認ください。

　食費等の物価高騰の影響に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支
援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給しています。

鏡野町子育て支援課　子育て支援係　担当：池田　電話（0868）54-2991　FAX（0868）54-2891お問い合せ先

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の
申請はお済みですか？

　児童を養育する方であって、以下の①または②のいずれかに該当する方
▶児童とは、平成17年４月２日以降（特別児童扶養手当対象のお子さんは平成15年４月２日以降）、
　令和６年２月末までに生まれたお子さんが対象となります。
①令和５年度住民税（均等割）が非課税の方
②物価高騰の影響を受けて令和５年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
　※令和４年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金（前回の給付金）の支給対象者であった方につい
　　ては、６月に支給しているため申請不要です。

２．低所得者のひとり親以外の世帯（その他世帯）の方

有害鳥獣一斉駆除実施のお知らせ
　鏡野町鳥獣被害対策実施隊（猟友会員で構成）により、予定表のとおり町内一斉にイノシシ、シカなどの有害鳥
獣駆除を実施します。
●銃器を使用したイノシシ、シカ等の駆除が行われます。
　野山に出かけるときは、目立つ色の服装を心掛け、できるだけ見通しのよい道を利用しましょう。
●ワナを見つけたときは、危険ですから近づかないようにしましょう。

　安全を最優先に駆除を行いますが、事故を防ぐために、皆さまのご協力をお願いいたします。
一斉駆除予定日

※都合により変更される場合があります

令和５年12月24日㈰
午前８時から午後４時頃まで令和６年01月21日㈰

令和６年02月25日㈰

鏡野町産業観光課　担当：釜本　電話（0868）54-2987お問い合せ先

　児童扶養手当の支給要件に該当しているお子さんを養育している方であって、以下の①～③のいずれかに該当
する方
①公的年金給付等を受給していることにより、令和５年３月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
　※「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
②令和３年の収入が、児童扶養手当の所得制限限度額を上回っていたため、令和５年３月分の児童扶養手当は
　受給していないが、物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と
　同じ水準になっている方
③令和５年４月以降、新規で児童扶養手当受給対象者になった方（２の給付金を受給している方を除く）
　※令和５年３月分の児童扶養手当受給対象者であった方については、５月に支給しているため申請不要です。

１．低所得のひとり親世帯の方

令和４年度　電源立地地域対策交付金事業
　原子力研究開発機構人形峠環境技術センター施設に係る電源立地地域対策交付金は、発電用
施設周辺の公共施設の整備や地域住民の福祉向上を図ることを目的として交付されています。
この交付金を活用し、以下の事業を実施しましたのでお知らせします。

事　　業　　名 事　業　費 交付金額
上水道配水池施設整備事業 100,606,000円 98,616,736円
芳野公民館改修事業 37,691,500円 37,691,500円
ペスタロッチ館改修事業 181,060,000円 181,060,000円
奥津町民体育館改修事業 79,011,625円 79,011,625円
スクールバス整備事業 17,428,400円 17,428,400円
小学校維持運営事業 44,083,098円 43,965,532円
中学校維持運営事業 16,359,900円 16,359,900円

提出・お問い合せ先

鏡野町総合福祉課　介護保険係　担当：小谷
電話（0868）54‒2986  FAX（0868）54‒2891  E-メール ： h-kaigo@town.kagamino.lg.jp

鏡野町高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画の
パブリックコメントを募集します。

■募集事案
　鏡野町高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（素案）
■案件の概要
　　「鏡野町高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計
画」では、老人福祉法及び介護保険法に基づき、３年
ごとに計画の見直しを行っています。現在の計画期間
が令和５年度で満了することから、６年度から８年度
までを計画期間とする第９期計画の策定に取組んでい
ます。
　　この事業計画は、高齢者が可能な限り住み慣れた地
域で自分らしい暮らしを続けることができる社会を目
指す上での指針となる重要な計画となりますので、皆
様からのご意見を募集します。
■募集期間
　令和５年12月25日㈪～令和６年１月23日㈫
■資料の閲覧場所
　　鏡野町ホームページ（http://www.town.kagamino.lg.jp/）、
鏡野町総合福祉課、各振興センター、中央公民館、地区公
民館
■意見を提出できる人
　・町内在住者、在学者、在勤者
　・パブリックコメント手続きに係る事案に利害関係を

有する者
■提出方法
　　意見・情報提出書（専用用紙）に必要事項を記入し、
郵便、FAX、E-メールまたは窓口で提出してください。

■提出していただいたご意見のお取り扱い及び
　公表について
・皆様から頂いたご意見は、住所・氏名等を除
き内容ごとに整理を行い、その概要と意見に
対する町の考え方を左記閲覧場所、町のホー
ムページで公表します。

・意見に基づき案の修正を行ったときは、修正
内容も発表します。

・個々のご意見に対して、直接個別の回答は致
しませんのでご了承ください。

・提出いただいた用紙、原稿等は返却できませ
んのでご了承ください。

■その他
　　計画策定にあたり、令和４年11月に次の二つ
のアンケートを実施しました。ご回答くださった
皆様には、ご協力ありがとうございました。
○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査
　　要介護状態になる前の高齢者について、要
介護　状態になるリスクの発生状況や、社会
参加の状況等を把握し、地域の抱える課題を
特定することを　目的に実施しました。

　○在宅介護実態調査
　　「高齢者等の適切な在宅生活の継続」と、
「家族等介護者の就労継続」の実現に向けた
介護サービスの在り方を検討することを目的
に実施しました。
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